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本
法
律
案
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、

施
策
の
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
等
を
行
う
者
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
並
び
に
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
の
振
興
に
必
要
な
事
項
等
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
映
画
、
音
楽
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
し
、

国
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
多
様
な
文
化
の
創
造
に
資
す
る
こ
と
、
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
な

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
形
成
基
本
法
、
文
化
芸
術
振
興
基
本
法
及
び
消
費
者
基
本
法

の
基
本
理
念
に
配
慮
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
基
本
理
念
を
定
め
る
。

二
、
国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
並
び
に
実

、

、

、

、

施
す
る
責
務
を
有
す
る
と
と
も
に

地
方
公
共
団
体
は

基
本
理
念
に
の
っ
と
り

国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て

そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
特
性
を
生
か
し
た
自
主
的
な
施
策
を
策
定
し
、
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
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、

、

、

三

コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
等
を
行
う
者
は

コ
ン
テ
ン
ツ
に
係
る
知
的
財
産
権
に
関
し
知
識
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
等
を
通
じ
て

そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
等
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
コ
ン
テ
ン
ツ
が
青
少
年
等
に
及
ぼ

す
影
響
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

四
、
国
等
の
基
本
的
施
策
と
し
て
、
人
材
の
育
成
、
先
端
的
な
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進
、
コ
ン
テ
ン
ツ
に
係
る
知
的

財
産
権
の
適
正
な
保
護
、
円
滑
な
流
通
の
促
進
、
適
切
な
保
存
の
促
進
、
活
用
の
機
会
等
の
能
力
に
お
け
る
格
差
の
是
正
、

個
性
豊
か
な
地
域
社
会
の
実
現
並
び
に
国
民
の
理
解
及
び
関
心
の
増
進
等
を
定
め
る
。

五
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
の
振
興
に
必
要
な
施
策
と
し
て
、
多
様
な
方
法
に
よ
り
資
金
調
達
を
図
る
た
め
の
制
度
の
構
築
、
権
利

侵
害
へ
の
措
置
、
海
外
に
お
け
る
事
業
展
開
の
促
進
、
公
正
な
取
引
関
係
の
構
築
、
中
小
企
業
者
へ
の
配
慮
等
を
定
め
る
。

六
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
の
促
進
に
必
要
な
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
知
的
財
産
戦
略
本
部
を
中

心
に
関
係
行
政
機
関
は
相
互
に
密
接
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

七
、
本
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


